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令和６年度 事業計画 

施設名 ヘルパーステーションもみの木 

サービス種類 居宅介護事業、重度訪問介護事業、行動援護事業、   

同行援護事業、移動支援事業、福祉有償運送 

訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業 

理念 笑顔 

項  目 内  容 

1．事業開始予定日 令和６年４月 1日 

2．事業開始場所 三重県名張市西原町 2590番８ 

3．利用定員 定員２４名 

4．従業者等の人員 

管理者 常勤・兼務 １名 

サービス提供責任者 常勤・専従 １名 

訪問介護員 

常勤・専従 １名 

非常勤・専従 ８名 

非常勤・専従※登録ヘルパー ２名 

5．サービスの提供 提供日数  年末年始を除く毎日(原則) 

6．事業の内容 

(１)事業運営基本方針 

在宅生活を希望される高齢者、障害者の方が安心して在宅での生活

を営むことが出来るよう、必要な支援を提供し、一日でも長く住み

慣れた地域で安心して生活が出来るよう支援することを目的とす

る。 

利用者や家族等の体調や環境の変化に伴い起こる支援内容の変化に

も、利用者または家族と相談のうえ、出来る限り対応し、安心して

地域での生活を営むことが出来るようサービスの提供に全力を注

ぎ、在宅生活を望む人の安心した生活、利用者の自立生活への支援

を行う。  

 

(２)支援目標 

利用者の意思を尊重し、ご家族や作業所、ケアホームとの連携を図

りつつ、一人一人に合わせた支援(声かけなどの対応)を職員全員が統

一して行う。 

利用者とのコミュニケーションを大切にし、利用者や家族が話しや

すい環境を作る。 
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(３)事業内容 

・居宅介護 

（身体介護） 

入浴介助、身体清拭、食事介助、更衣介助、排泄介助、自立に向け

て共に行う家事等を行う。 

（家事援助） 

調理、買い物、掃除、洗濯、各種代行等を行う。 

（通院等介助） 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動（公的手続き又は

障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る）

のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続

き、移動等の介助を行う。 

・重度訪問介護 

一日複数回の身体介護等の訪問が必要な方への支援を行う。 

・行動援護 

行動援護利用対象の方への外出支援を行う。 

・同行援護 

視覚に障害のある方への外出支援を行う。 

・移動支援 

余暇支援・外出支援（散髪・買い物等）を行う。 

 

・訪問介護（介護保険） 

要介護の認定のある方への身体介護、生活援助等を行う。 

・介護予防・日常生活支援総合（介護保険） 

要支援者の認定のある方への介護予防を目的とした生活援助等を行

う。 

 

・福祉有償運送 

 他者の介助なしに移動する事が困難であり単独でタクシー等の公

共交通機関を利用することが困難な方に対し有償にて移送サービ

スを提供する。 

 【対象となる方】 

 ①身体障害者手帳をお持ちの方 

 ②介護保険法による要介護認定者 

 ③介護保険法による要支援認定者 

 ④知的障害、精神障害、その他の障害を有する方 

 ※③④に該当する旅客には、付き添い・見守り等の介助なしには

タクシー等の公共交通機関の利用が困難である方を含み、④の

「その他の障害を有する方」には、発達障害、自閉症、学習障害

を含む。 
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※利用には原則ヘルパー支援の契約をしていただき、一体連続して

支援を行う。(例外は要相談) 

 

 【利用できる地域】 

 〇名張市、伊賀市、及び事業者が必要と認めた範囲 

 

 【利用料金】 

 〇移動距離 5ｋｍまで    ３００円 

 〇以降 1ｋｍ増すごとに   １００円 

 

(４)個別支援計画の作成 

利用者の希望やニーズに対して目標を設定し、利用者が望む生活を

支援する個別支援計画書を、各利用者の誕生日月に作成し、利用

者・そのご家族・各関係機関（作業所・ケアホーム・担当ヘルパー

等）と話し合いの場を設け決定していく。また、半年に一度モニタ

リングを行い、より利用者に寄り添った支援を行う。 

 

(５)利用者や保護者からの相談受付・苦情解決および連絡調整 

利用者やご家族が安心して利用いただけるよう、電話等による相談

窓口は常時開き相談を受け付け、それに対し速やかに対応する。 

担当するヘルパー、作業所、ケアホームとの連絡調整を行い、全事

業所での意思疎通を図る。 

必要に応じて各関係機関との連絡調整を行う。 

 

(6)健康管理 

①健康診断(検便を含む)※1、インフルエンザ予防接種(1回/年)※２ 

②検便(1回/月) ※家事支援従事者のみ 

③手洗い・うがい・アルコール消毒(毎訪問時)、検温(2回/日)・手 

袋の携帯・運転者に対する目視または電話確認によるアルコールチ 

ェック(２回/日)・アルコール検知器によるアルコールチェック(２ 

回/日) 

④新型コロナウイルス感染症予防対策 

7．消防計画 

(１)１年に２回以上、各事業所とともに消火、通報及び避難の総合訓

練を行う。また、１年に数回、予告なしに自主訓練として万一の災

害(火災、地震、風水害)に備えて防災訓練を行う。 

(２)毎月の防災自主点検を実施し備蓄等も含め、特に地震に対する備

えの強化を図る。 

(３)業務終了時における電気器具の電源の点検、訪問先でのガス器

具、電気器具等の点検確認を徹底する。 

(４)訪問する自宅やよく利用する公共施設等の避難経路及び避難場所
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の把握を行い、万が一の時に瞬時に行動できるよう全ヘルパーで周

知徹底する。 

８．事業継続計画

（BCP） 

令和 6年 4月 1日～ 

義務化 

 

感染症※1及び災害(大地震や水害等)発生時※2に備え、事業継続計画

に沿って研修や訓練をそれぞれ年 1回以上行い、すべての職員が参

加できるようにする。 

※1 新型コロナウイルス感染症等(インフルエンザ・ノロウイルス)の感染症 

※2 電気・ガス・水道等のライフラインが寸断された場合 

９．防犯対策計画 

警察署との連携により、各事業所と合同の防犯訓練を行う。 

移動支援に出かけるヘルパーに対して防犯ブザーと鈴を携帯し、利

用者とヘルパー自身の安全を確保する。 

１０．研修計画 

適切な利用者支援ができるよう次の研修を行い、サービスの提供に必

要な能力を養う。 

(1)内部研修(1回/月) 

・人権研修(障害者虐待防止法・障害者差別解消法等) 

  ※外部より講師を招き年 2回行う(5月、８月) 

・ストレスチェック、パワハラ防止法等 

(2)外部研修 ※令和５年度概要未定 

・キャリアアップ研修(三重県社会福祉研修センター) 

・課題別専門研修(三重県社会福祉研修センター) 

・事業所内外の研修を積極的に受け、各ヘルパーの技術向上を図

る。 

・個々の学びたい研修については受講の機会を設け、各ヘルパーの

スキルアップを図る。 

※外部研修を受けた者は会議などで発表・報告する機会を持ち、も

みの木全体で知識の共有を図り、より良い支援につなげる。 

 

１１．その他 

・主任会議(随時開催)  

・職員会議(１回/月)※支援計画の見直しなどを行う 

・修繕・補修箇所の整備及び車両の整備点検 

 


